
○燃えるごみの収集日程
     （1月1日～3日を除いて、祝日・休日も収集いたします。）

収集地区名 曜日

日 月 火 水 木 金 土

　４月６日 　５月４日 　６月１日 １ ２ ３

　７月６日 　８月３日 　９月７日 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

　10月５日 　11月２日 　12月７日 １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

　１月４日 　２月１日 　３月１日 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

　４月13日 　８月10日 　９月14日

　12月28日 　３月29日

○燃えないごみの収集日程

収集地区名 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第１回目の月 7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2

第２回目の月 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9

第３回目の月 21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16

第１回目の火 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3

第２回目の火 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

第３回目の火 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

第１回目の水 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

第２回目の水 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

第１回目の木 3 1 5 3 7 4 2 6 4 8 5 5

第２回目の木 10 8 12 10 14 11 9 13 11 15 12 12

第３回目の木 17 15 19 17 21 18 16 20 18 22 19 19

第４回目の木 24 22 26 24 28 25 23 27 25 29 26 26

第１回目の金 4 2 6 4 1 5 3 7 5 9 6 6

西一番町、西十一番町、西二十一番町 第２回目の金 11 9 13 11 8 12 10 14 12 16 13 13

西二十三番町、大字三本木字西金崎・本金崎・佐井幅、大字赤沼

平成20年度　家庭ごみ収集日程表（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

稲生町、西一～三番町、西十一～十三番町、西二十一～二
十三番町、元町西一～六丁目、元町東一～五丁目、一本木
沢一・二丁目、ひがしの一・二丁目、大字三本木字一本木沢・
北平・上平・下平（稲生団地を除く）・千歳森・西金崎・本金崎・
間遠地・中掫・矢神・佐井幅・沢幅、大字赤沼、大字切田、大
字深持、大字洞内、大字大沢田、大字立崎、大字馬洗場、大
字八斗沢、大字豊ヶ岡、大字相坂字高清水

毎週月・木
※12月は29日まで、
　1月は5日から
　収集します。

<焼山地区>
焼山、十和田湖温泉郷、第二温泉郷
<法量地区>
渕沢、片貝沢、百目木、漆畑、山口、両泉寺、法量、中里、鳥
谷附、山屋、川代、段ノ台、新田、川口、府金、蓬畑、長沢

料金：50kgごとに105円

受付時間：午前8時30分～午後4時30分

受付日：毎週月曜日～土曜日

　　　　　（祝日・休日を除く）

※12月29日～1月3日は休業となります。 平成２1年　１月の資源ごみ・不燃ごみカレンダー

～清掃工場への直接搬入～

<沢田地区>
芦名沢、篠沢山開拓、舘、深堀、向村、水尻、二ツ家、田屋、
太田、太田川原、下洗、三日市
<奥瀬地区>
大畑野、栃久保、高田、立石、生内、仙ノ沢開拓、冷水、道
交、中川原、下川目、仙ノ沢、上川目、新川原、小沢口、中ノ
渡

日曜日の受付日（毎月第１日曜日）

平成20年度の追加受付日

ごみの種類ごとに計算・清算しますの
で、収集所に出すのと同じように分別
して搬入してください。

東二十一～二十四番町、大字三本木字牛泊・里ノ沢・下平の一部（稲生団地）

西四～六番町、西十四～十六番町、大字三本木字西小稲・並木西

穂並町、西四～六番町、西十四～十六番町、東一～六番町、
東十一～十六番町、東二十一～二十四番町、大字三本木字
稲吉・牛泊・里ノ沢・下平の一部（稲生団地）・並木西・西小稲・
野崎・東小稲、大字藤島、大字伝法寺、大字米田、大字大不
動、大字滝沢、大字相坂（字高清水を除く）

毎週火・金
※12月は30日まで、
　1月は6日から
　収集します。

<沢田地区>
芦名沢、篠沢山開拓、舘、深堀、向村、水尻、二ツ家、田屋、太田、太田川原、下洗、三日市
<奥瀬地区>
大畑野、栃久保、高田、立石、生内、仙ノ沢開拓、冷水、道交、中川原、下川目、仙ノ沢、上川
目、新川原、小沢口、中ノ渡

元町西一～六丁目、大字三本木字上平・千歳森、大字洞内（ただし字千刈田・樺沢・樋口・芦沢・樽
石・深沢平・上羽立・下羽立・小田・森田野・豊良・五十貫田・希望ヶ丘を除く）

稲生町、西三番町、西十三番町

大字三本木字間遠地・中掫・矢神・沢幅、大字深持、大字洞内の一部（字芦沢・樽石・深沢平・上
羽立・下羽立・小田・森田野・豊良・五十貫田・希望ヶ丘）

東三番町、東十三番町、大字三本木字稲吉・野崎

元町東一～五丁目、一本木沢一・二丁目、ひがしの一・二丁目、大字三本木字一本木沢・北平・
下平（稲生団地を除く）、大字切田

穂並町、東四～六番町、東十四～十六番町、大字三本木字東小稲

東一・二番町、東十一・十二番町

大字米田、大字滝沢、大字大不動、大字伝法寺、大字藤島

大字相坂（字高清水を除く）

西二番町、西十二番町、西二十二番町、大字大沢田、大字立崎、大字馬洗場、大字八斗沢、大
字豊ヶ岡、大字洞内の一部（字千刈田・樺沢・樋口）、大字相坂字高清水

第３回目の金
<焼山地区>
焼山、十和田湖温泉郷、第二温泉郷
<法量地区>
渕沢、片貝沢、百目木、漆畑、山口、両泉寺、法量、中里、鳥谷附、山屋、川代、段ノ台、新田、
川口、府金、蓬畑、長沢

18 16 20 18 15 19 17 21 19 23 20 20

正月 　休み

平成２1年１月の資源ごみ及び燃えないごみ
の収集日は、１日～３日まで収集が休みのた
め、第１回目～４回目の曜日は次のとおりと
なります。

　第１の曜日は、 5日（月）～　9日（金）
　第２の曜日は、12日（月）～16日（金）
　第３の曜日は、19日（月）～23日（金）
　第４の曜日は、26日（月）～30日（金）



○資源ごみの収集日程

収集地区名 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第１回目の月 7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2

第２回目の月 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9

第３回目の月 21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16

第４回目の月 28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23

第１回目の火 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3

第２回目の火 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

第３回目の火 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

第４回目の火 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24

第１回目の水 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

第２回目の水 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

第３回目の水 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18

第４回目の水 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25

第１回目の木 3 1 5 3 7 4 2 6 4 8 5 5

第２回目の木 10 8 12 10 14 11 9 13 11 15 12 12

第３回目の木 17 15 19 17 21 18 16 20 18 22 19 19

第４回目の木 24 22 26 24 28 25 23 27 25 29 26 26

第１回目の金 4 2 6 4 1 5 3 7 5 9 6 6

第２回目の金 11 9 13 11 8 12 10 14 12 16 13 13

第３回目の金 18 16 20 18 15 19 17 21 19 23 20 20

第４回目の金 25 23 27 25 22 26 24 28 26 30 27 27

＜沢田地区・奥瀬地区・焼山地区・法量地区＞ 第１回目の水 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

第２回目の水 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

第３回目の水 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18

第４回目の水 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25

　　　　　　　　　　　※第５の収集はありません。

○粗大ごみの収集日程

粗大ごみの出し方 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第１回目の水 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

第２回目の水 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

第３回目の水 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18

第４回目の水 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25

　　十和田市 生活環境課　　　　　　　　　 ℡０１７６－２３－５１１１
　　十和田地域広域事務組合 業務課　　℡０１７６－２８－２６５４

　　（十和田ごみ焼却施設・十和田粗大ごみ処理施設）

収集地区

缶・プラスチック

プラスチック

びん

◎指定のごみ袋に入らない大きなごみが対象になります。
◎粗大ごみは収集場所に出さないでください。
◎自己搬入できない場合は、予約により有料で自宅から収集運搬します。
　①一辺の最大の長さが120cm以上のもの１個につき １，０５０円(税込み）
　②一辺の最大の長さが120cm未満のもの１個につき 　　５２５円(税込み）
◎十和田市生活環境課窓口で処理券を購入し、収集日を予約してくださ
い。
※収集日の１週間前までにお申し込みください。
※「家庭ごみの出し方」記載の「処理できないごみ」は受付できません。

十和田市全域

(十和田湖畔地区を除く）

プラスチック

プラスチック

缶

びん・プラスチック

紙

プラスチック

缶

びん・プラスチック

紙

プラスチック

缶

びん・プラスチック

紙

芦名沢、篠沢山開拓、舘、深堀、向村、水尻、二ツ家、田屋、太田、
太田川原、下洗、三日市、大畑野、栃久保、高田、立石、生内、仙ノ
沢開拓、冷水、道交、中川原、下川目、仙ノ沢、上川目、新川原、小
沢口、中ノ渡、焼山、十和田湖温泉郷、第二温泉郷，渕沢、片貝沢、
百目木、漆畑、山口、両泉寺、法量、中里、鳥谷附、山屋、川代、段ノ
台、新田、川口、府金、蓬畑、長沢

紙

東一・二番町、大字藤島、大字伝法寺、大字米田、大字大不
動、大字滝沢

缶

びん・プラスチック

紙

種類

元町東一～五丁目、一本木沢一・二丁目、ひがしの一・二丁
目、大字三本木字一本木沢・下平（稲生団地を除く）・北平、大
字切田

プラスチック

稲生町、穂並町、東四～六番町、東十一・十二番町、東十四～十六
番町、東二十一～二十四番町、西三～六番町、西十三～十六番町、
西二十三番町、元町西一～六丁目、大字三本木字東小稲・西小稲・
並木西・西金崎・本金崎・矢神・中掫・佐井幅・沢幅・間遠地・上平・千
歳森、大字赤沼、大字深持、大字洞内（字千刈田・樺沢・樋口を除
く）、大字相坂（字高清水を除く）

東三番町、東十三番町、大字三本木字牛泊・稲吉・里ノ沢・野
崎・下平の一部（稲生団地）

西一・二番町、西十一・十二番町、西二十一・二十二番町、大
字大沢田、大字馬洗場、大字立崎、大字八斗沢、大字豊ヶ
岡、大字洞内の一部（字千刈田、樺沢、樋口）、大字相坂字高
清水

缶

びん・プラスチック

紙

問い合わせ先


